
令和５年度

第２回山武市空家等対策協議会

資 料

日時：令和5年12月22日（金） 午前10時30分から

場所：山武市役所 新館3階 第5会議室
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山武市空家等対策協議会



会議次第

【挨 拶】

【議 事】 空家等対策計画（素案）について

【そ の 他】 （1）株式会社クラッソーネとの連携協定の締結について

（2）今後のスケジュールについて
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山武市空家等対策協議会



議事（1）空家等対策計画（素案）について 3

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等

第６章 実施体制

第７章 計画の進行管理

山武市空家等対策協議会

第１章 計画策定の概要

第２章 前計画の取組状況及び評価

第３章 空家等の現状

第４章 空家等における課題

第１回山武市空家等対策協議会で
議論いただいた内容を反映

・前計画の取組評価

・市内の空家等の現状

・空家等の課題抽出



議事（1）空家等対策計画（素案）について 4

山武市空家等対策協議会

第３章 空家等の現状

事業者等ヒアリングの追加（計画素案P46～）

【目的】
各分野での専門的知見を有する事業者等を対象に空家等対策への動向やニーズ

をヒアリング調査により把握する

【対象】
不動産関係事業者、金融関係、NPO法人等、商工会、海浜エリアの自治会、

建築士会等

【結果】

計画素案P47、48参照



議事（1）空家等対策計画（素案）について 5

山武市空家等対策協議会

第４章 空家等における課題

課題１：空家等になる前の予防及び発生の抑制の強化
⇒人口減少、高齢化の進展により、今後空家がさらに増加していくことが懸念

課題２：空家等の利活用に向けた施策の強化及び流通の促進
⇒住宅ストックの充足、空家の売却希望者が多いが何もしていない所有者の割合が多い

課題３：適正管理や除却・改修等に係る支援制度の拡充
⇒所有者の高齢化、遠方への転居による管理不足で、地域全体の活力や魅力の低下を
招くことが懸念

課題４：地域特性に応じた対策の推進
⇒空家等が本市の経済的社会的活動の中心となっている拠点に集中、増加しており、市
全体の 活力・賑わいの低下を招くことが懸念



議事（1）空家等対策計画（素案）について 6

山武市空家等対策協議会

計画改定の方向性

◆ 空家法の一部改正に基づく対策等の反映
令和５年６月１４日公布（１２月１３日施行）となった空家等対策の推進に関する

特別措置法の一部改正法において新たに規定された事項や施策の検討を含めた

内容とする。

・管理不全空家等の認定制度 ・空家等管理活用支援法人の指定制度

・空家等活用促進区域の設定 など

◆ 前計画からの取組みの強化
前計画期間での取組みにおいて一定の効果が得られていることから、現在の

取組みを強化、実施体制の構築を進めていく内容とする。



議事（1）空家等対策計画（素案）について 7

山武市空家等対策協議会

重点エリアの設定について

◆市内の空家等については実態調査等の
結果のとおり全域に分布している状況

◆限られた財源等のなかで将来的な都市
構造の維持を図るために重点的に空家等
対策を展開するエリアが必要

◆エリアの設定にあたっては、「山武市都市
計画マスタープラン」の将来都市構造の
基本的な考え方に基づき、各地域の交流
拠点、行政拠点、海浜・リゾート交流拠点
とする。

地域交流拠点

行政拠点

海浜・リゾート交流拠点

地域交流拠点

地域交流拠点
地域交流拠点

山武市都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけ



議事（1）空家等対策計画（素案）について 8

山武市空家等対策協議会

重点エリアの設定について

◆地域交流拠点とは

山武市都市計画マスタープランにおける拠点の位置づけ

◆都市計画マスタープランとは

◆行政拠点とは

◆海浜・リゾート拠点とは

都市機能や公共サービスが既に一定程度集積した地区であり、日常
生活の利便性の向上とコミュニティ・子育て環境等の充実を図り地域
の拠点として育成していく地域

都市計画法に基づき長期的な視点に立った都市整備の総合的かつ
体系的な指針を示すもの（計画期間：令和10年まで）

【平成22（2010）年策定、令和3（2021）年改定】

市役所周辺において、効率的かつ効果的な行政運営を行うことが
できる環境づくりを推進していく地域

蓮沼海浜公園等の地域資源を活用した海浜・リゾート地にふさわしい
拠点づくりを推進していく地域

出典：山武市都市計画マスタープランP48、49



議事（1）空家等対策計画（素案）について 9

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等

基本方針１ 空家等の発生抑制の強化

成果指標
基準値

（R1～R5）
目標値

（R6～R10）
実施主体 実施計画

相談会の実施回数 0 5 市・事業者等 年1回の開催を予定

空家等の発生抑制等に
関するパンフレットの
配布回数

4 5 市

年1回の開催を予定
成果指標としてカウント可能な
配布回数で設定。電子媒体によ
る広報等の実施も予定。

⚫空家等の情報把握、調査情報の活用【継続】

【取組内容】

⚫啓発パンフレット等の配布、相談会の開催支援【継続】

⚫相談窓口の設置【継続】

前計画期間に未実施の相談会
の開催やパンフレットの更新、
民間事業者との協定締結に
よる相談窓口の強化を推進



主な国の支援メニュ-について （基本方針1関連）

■空き家の発生を抑制する特例措置（空き家の譲渡所得の3,000万円控除）

出典： 国交省資料
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その他参考事例について （基本方針1関連）

出典： 国交省資料
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議事（1）空家等対策計画（素案）について 12

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等
基本方針２ 住宅ストックの利活用と住宅市場への流通促進

成果指標
基準値

（R1～R5）
目標値

（R6～R10）
実施主体 実施計画

空き家バンク登録数（棟） 10 15 市・事業者等 年3件の登録を目指す

【再掲】相談会の実施回数 0 5 市・事業者等 年1回の開催を予定

空家所有者等への空き家活
用に関するパンフレット等
の配布回数

4 5 市

年1回の配布を予定
成果指標としてカウント可能な
配布回数で設定。電子媒体によ
る広報等の実施も予定。

空き家の活用数（棟） 0 5 市・事業者等 年１件の活用を目指す

⚫関係団体との連携強化【継続】

【取組内容】

⚫山武市空き家バンク制度の強化【継続】
⚫支援制度の検討【新規】

⚫空家相談会の実施【継続】
⚫所有者等への活用意向調査【継続】

前計画期間に未実施の相談会の開催や
民間事業者、不動産事業者等との連携
強化を図り、空き家バンク制度の強化や
支援制度の検討を進め、空き家の活用を
推進



主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連①）

■空き家再生等推進事業
• 空家等対策計画に定められた対象地区において、居住環境の整備改善を図るため、空き家の活
用、空き家・不良住宅の除却等に取り組む地方公共団体に対して支援する。

出典： 国交省資料
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https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001603977.pdf


主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連①）

出典： 国交省資料
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主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連①）

出典： 国交省資料
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主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連①）

出典： 国交省資料
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主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連②）

■空き家対策総合支援事業

• 空家等対策計画に基づき市町村が実施する空き家の活用・除却に係る取組や、NPOや民間事
業者等がモデル性の高い空き家の活用等に係る調査検討又は改修工事等を行う場合に支援す
る。（事業期間：平成２８年度～令和７年度）

出典： 国交省資料
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主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連②）

出典： 国交省資料
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主な国の支援メニュ-について （基本方針2関連②）

出典： 国交省資料
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他都市の事例について（大阪府大阪市）

■空家リノベーションによる地域活性化

• 長屋、町屋の空家再生に取り組むため、サブ
リース手法を活用した複数店舗の開設、地
域との協働によるイベント開催を実施。

出典： 大阪市空家活用好事例集

【不動産活用形態】
◆自社所有、テナントへ賃貸（1階8~9万円

/月、2階4~5万円/月）
◆事業当初は家主から賃貸し、サブリースを
実施

【土地・建物データ】
◆延床面積：58.32㎡
◆建築年：大正2年
◆形態：2軒長屋
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他都市の事例について（岐阜県郡上市）

出典：空家等利活用事例集（岐阜県空家等対策協議会）

■賃貸住宅への利活用

• 郡上八幡の市街地には約350 件もの空き家があり、人口
の減少や建物の老朽化で空き家が増加している。美しい町
並みを保ち、人口の増加、町の活性化を目指し、空き家を
有効活用する。

◆市の第3セクターである「一般財団法人 郡上八幡産業振
興公社」が空き家所有者から空き家を10年契約で借り受
け、公社が改修した空き家の利活用により得た利益から
空き家所有者へ家賃を支払い、残りの収益については基
金へ繰り入れ、次の空き家改修の費用及び維持管理費
とする。

◆事業に先立ち、市と公社で基金の原資を拠出。
空き家利活用基金（原資5,000 万円－郡上市：
4,900万円、郡上八幡産業振興公社：100万円）
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議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等
基本方針３ 適正管理の推進と管理不全の空家等の解消

成果指標
基準値

（R1～R5）
目標値

（R6～R10）
実施主体 実施計画

管理不全空家等及び特定空
家等の認定数

10 73 市

市内全域を対象としますが、本計画期間
内においては重点エリア内の将来的に地
域活性化の阻害につながる地域拠点周辺
のDランク判定の空家の解消を進める。

特定空家等の除却数 0 2 市・事業者等
現状特に危険となっている状態の空家の
除却に着手予定（R8，R9に実施予定）
現存する特定空家等認定数：7件

空家等の改善数 64 100 市・事業者等
年間20件の改善を目指す
※管理不全空家等、特定空家等も
含む

⚫固定資産税の住宅用地特例の厳格化【新規】

【取組内容】

⚫支援制度の検討【新規】
⚫管理不全空家等及び特定空家等への対応【継続・新規】

⚫適切な情報提供や助言の実施【継続】
⚫全庁横断的な対応【継続】
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これまでの取組みに加え、空家法
の一部改正に伴い新設された
「管理不全空家等」の認定及び
勧告に伴う固定資産税の住宅
用地特例の厳格化を推進



議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等

基本方針３ 適正管理の推進と管理不全の空家等の解消

【管理不全空家等の考え方】

特定空家等が予見される状態のため判定基準項
目は特定空家等と同じ

⑴保安上危険

⑵衛生上有害

⑶景観悪化

⑷周辺の生活環境の保全への影響

※立入調査権、報告徴収権はなし

【措置内容】

➢指導、勧告が可能

勧告を受けると固定資産税の住宅用地特例の解
除が可能
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出典： 国交省資料



議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等
基本方針３ 適正管理の推進と管理不全の空家等の解消

【管理不全空家等の考え方】
ランク

該当数
概 要

H29 R4

A
184件
(27.0%)

313件
(30.0%)

【利活用】

建物の外観的不良がない、もしくは少なく、敷地周辺を含めて管
理された状態にあるものであり、ほぼそのままの状態で利活用が可
能なものが該当。

B
226件
(33.2%)

345件
(33.0%)

【要修繕】

建物の外観的不良は見受けられるが、小規模の建物修繕や敷
地周辺を改善することで、利活用可能な状態になるものが該当。

C
188件
(27.6%)

226件
(21.7%)

【要適正管理】

適正な管理がされておらず、建物の外観的不良が複数箇所見受
けられるが、中～大規模の建物修繕や敷地周辺を改善することで、
利活用可能な状態になるものが該当。

D
83件
(12.2%)

159件
(15.3%)

【管理不全】

建物の外観的不良が目立ち、大幅な建物修繕もしくは建替えや
建物除却が必要な可能性が高く、敷地周辺の庭木・雑草繁茂や敷
地内の山積物などの周辺住環境に影響を与える可能性があるもの
が該当。ここに分類されるものが、「空家等対策の推進に関する特
別措置法」における「特定空家」の候補となる可能性が高くなる。

計 681件 1043件

◆令和4年度に空家等実態調査を実施しており、
空家の状態について右記のとおり4つのラン
ク分けによる評価を行っている。

◆ランクDは、敷地周辺の庭木・雑草繁茂や敷地
内の山積物などの周辺住環境に影響を与える
可能性があるものが該当し、「特定空家等」の
候補となる可能性が高い空家である。

◆そのため、特定空家等候補であるランクDの
空家等を対象とすることを基本として、管理
不全空家等の抽出を行うこととする。

◆なお、管理不全空家等の判定については、国
ガイドラインに準拠し市で別に基準を定めるこ
とを想定
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主な国の支援メニュ-について （基本方針３関連②）

出典： 国交省資料
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議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等

基本方針４ 地域特性に応じた個別対策の推進

成果指標
基準値
（R1～
R5）

目標値
（R6～R10）

実施主体 実施計画

【再掲】管理不全空家等及び特定
空家等の認定数（棟）

10 73 市・事業者等 再掲

【再掲】特定空家等の除却数
（棟）

0 2 市・事業者等 再掲

【再掲】空家等の改善数 4 100 市 再掲

【再掲】空き家等の活用数（棟） 0 5 市・事業者等 再掲

【取組内容】

⚫関連する法や支援制度との連携【新規・関連】

⚫重点エリア内の空家との解消【新規・関連】
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基本方針２、３の推進において関連する施策

将来的な立地適正化計画との連動や空家等
活用促進区域の設定を踏まえ、地域交流
拠点等の周辺環境の改善を推進



議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第５章 空家等対策の基本的な方針及び取組み等

基本方針４ 地域特性に応じた個別対策の推進
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出典： 国交省資料



主な国の支援メニュ-について （基本方針4関連①）

出典： 国交省資料

■低未利用土地権利設定等促進計画制度（都市再生法）

• 立地適正化計画の誘導区域を対象に、低未利用地の地権者等と利用希望者とを、行政が所
有者等の探索も含め能動的にコーディネートの上、土地・建物の利用のために必要となる権利設
定等に関する計画を市町村が作成し、一括して権利設定等を行う制度。
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主な国の支援メニュ-について （基本方針4関連②）

出典： 国交省資料

■立地誘導促進施設協定（通称：コモンズ協定）（都市再生法）

• 立地適正化計画の誘導区域を対象に、空き地・空き家を活用して、交流広場、コミュニティ施設、
防犯灯など、地域コミュニティやまちづくり団体が共同で整備・管理する空間・施設（コモンズ）に
ついての、地権者合意による協定制度。
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議事（1）空家等対策計画（素案）について

山武市空家等対策協議会

第６章 実施体制

30

第７章 計画の進行管理

◆前計画からの変更点

➢所有者等の役割

・空家法の一部改正に合わせた所有者等の役割を明記
所有者等の責務について市が実施する空家施策への協力に係る努力義務

がある旨を記載

➢市の役割
・全庁的な取組の推進のための実施体制の変更

今後の子育て支援や高齢者住宅等への空き家の活用を視野に関連する部署を庁内

での協議の場である「山武市空家等連絡調整会議」のメンバーに位置づけ


